
株式会社富士テクニカ等に対する出資決定について 

 

２０１０年１１月１２日 

株式会社企業再生支援機構 

 

株式会社企業再生支援機構（以下「機構」という。）は、２０１０年９月１７日に株

式会社企業再生支援機構法（平成２１年法律第６３号。以下、「法」という。）第２５条

第４項に規定する支援決定を行った下記の事業者らについて、本日、法第２８条第１項

に規定する買取決定を行ったことを受け、法第３１条第１項に規定する出資決定を行い

ました。 

 

1. 対象事業者の氏名又は名称 

株式会社富士テクニカ（以下「富士テクニカ」という。）及び株式会社富士アセン

ブリシステム 

 

2. 出資決定の対象となる募集株式発行の概要 

(1) Ａ種優先株式 

募集株式の発行会社 富士テクニカ 

募集株式の種類 Ａ種優先株式 

払込期日  ２０１０年１２月１５日 

機構が引き受ける株式数 ７３６，１１１株 

発行価額  １株につき   ７，２００円 

出資額 ５，２９９，９９９，２００円 

Ａ種優先株式に占める機構保有株式の割合  １００％ 

Ａ種優先株式の内容 富士テクニカによる２０１０年１０月１２日付

臨時報告書の訂正報告書９頁乃至１３頁を参照 

(2) Ｂ種優先株式 

募集株式の発行会社 富士テクニカ 

募集株式の種類 Ｂ種優先株式 

給付期日  ２０１０年１２月１５日以降（※１） 

機構が引き受ける株式数 ６２９，７０８株（※１） 

発行価額    １株につき   １，３８０円（※２） 

出資額  ８６８，９９７，０４０円（※１） 

Ｂ種優先株式に占める機構保有株式の割合  ２７．６％（※１） 

Ｂ種優先株式の内容 富士テクニカによる２０１０年１０月１２日付

臨時報告書の訂正報告書１４頁を参照 

※１ いずれも予定である。 



※２ 機構は、債権買取りにより対象債権者より取得した対象債権を現物出資

財産として募集株式を引き受ける。 

 

3. 主務大臣の意見 

内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・経済産業大臣： 意見なし 

厚生労働大臣： 異存はない。ただし、企業再生支援機構は、事業再生計画の実施

につき助言・指導するに当たっては、対象事業者における関係法令

の遵守及び労働者の雇用の安定等に配慮した労働者との十分な協

議の場の確保をお願いする。 

 

  以上 


